
須賀川市融資制度利子補給制度要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、須賀川市（以下「市」という。）が須賀川市融資制度の借入してい

る中小企業者の金利負担を軽減し、経営の安定を図るため利子補給に関して必要な事項

を定めることを目的とする。 

（対象となる融資制度） 

第２条 利子補給の対象となる須賀川市融資制度は次のとおりとする。 

(1) 須賀川市豪雨被災中小企業緊急対策融資制度    

(2) 須賀川市中小企業無担保無保証人融資制度 

(3) 須賀川市商業活性化・共同事業資金融資制度 

(4) 須賀川市緊急経済対策資金融資制度 

(5) 須賀川市スタートアップ資金融資制度 

（利子補給の期間等） 

第３条 利子補給の期間及び額は次の表のとおりとする。 

融資制度 対象となる期間 利子補給金の額 

須賀川市豪雨被災中小企

業緊急対策融資制度 

融資を受けた日から当初契約期間

まで 

約定利子のうち年利率

２％相当額 

須賀川市小企業無担保無

保証人融資制度 

融資を受けた日から２年間まで 約定利子のうち年利率

１％相当額 

融資を受けた日から２年間まで 約定利子のうち年利率

１％相当額 

須賀川市商業活性化・共

同事業資金融資制度 

商店街振興組合・事業共同組合及

びまちづくり会社等の法人化され

た団体については、融資を受けた

日から当初契約期間まで 

約定利子のうち年利率

１％を超える額（年利

率２．３％相当額を上

限とする。） 

須賀川市緊急経済対策資

金融資制度 

融資を受けた日から２年間まで 約定利子のうち年利率

１％相当額 

須賀川市スタートアップ

資金融資制度 

融資を受けた日から２年間まで 約定利子のうち年利率

１％相当額 

 

 

 



（利子補給対象者） 

第４条 利子補給を受けることができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。 

 (1) 平成２１年３月３１日までに第２条に規定する融資制度による融資を受けた者 

 (2) 納期の到来している市税を完納している者 

（申請） 

第５条 利子補給金の交付を受けようとする者は、取扱金融機関で須賀川市融資制度利子

補給金明細証明を受けた後、須賀川市融資制度利子補給金交付申請書（第１号様式）に

より申請するものとする。 

（申請時期） 

第６条 須賀川市融資制度利子補給金交付申請書の提出時期は、次のとおりとする。 

 (1) 各年４月１日から９月３０日までの金融機関の約定利子については、９月１６日か

ら９月２５日までの間に提出しなければならない。 

 (2) 各年１０月１日から３月３１日までの金融機関の約定利子については、３月１５日

から３月２４日までの間に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、補給金交付申請の内容を審査し利子補給金の交付決定をしたときは、須

賀川市融資制度利子補給金交付決定通知書（第２号様式）を申請者に交付するものとす

る。 

（交付請求） 

第８条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けたものは、須賀川市融資制度利子

補給金交付請求書（第３号様式）により、市長に請求しなければならない。 

（利子補給金の返還） 

第９条 市長は、利子補給金の決定通知書又は補助金の交付の決定を受けた者がこの要綱

に違反した場合は、決定通知書の取消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずる

ことができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年１月１日から施行し、平成７年３月31日をもってその効力を失う。

   附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

     附 則 

 この要綱は、平成１０年９月１日から施行する。 

     附 則 

  この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱は、この要綱の施行の日以後に融資を受けた者から適用し、同日前に融

資を受けた者については、なお従前の例による。 

（長沼町編入に伴う経過措置） 

２ 平成１７年３月３１日までに長沼町中小企業融資利子補給金交付要綱及び岩瀬村中小

企業融資利子補給事業補助金交付要綱に規定する利子補給の対象となる制度資金により

融資を受けた者に対しては、平成１７年４月１日以降においても従前の例により利子補

給を行うものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 


